
放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の

保全のための措置に関する指針等を定める省令（平成十年建設省令第十二号）（抄） 

別表第二 参考手法（第二十三条関係）                        

参   考   項   目 参    考    手    法 

環境要素の

区分 

影 響 要 因 の 

区 分 
調  査  の  手  法 予  測  の  手  法 

地下水の水

位の低下に

よる地盤沈

下

放水路の存在及び供

用

一 調査すべき情報 

イ 地下水の水位の低下による地盤沈下の

状況 

ロ 地下水の水位の状況 

ハ 地質の状況 

二 調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情

報の収集並びに当該情報の整理及び解析 

三 調査地域 

地質の特性を踏まえて地下水の水位の低下

による地盤沈下に係る環境影響を受けるおそ

れがあると認められる地域 

四 調査地点 

地質の特性を踏まえて調査地域における地

下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境

影響を予測し、及び評価するために必要な情

報を適切かつ効果的に把握できる地点 

五 調査期間等 

地質の特性を踏まえて調査地域における地

下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境

影響を予測し、及び評価するために必要な情

報を適切かつ効果的に把握できる期間又は時

期 

一 予測の基本的な手法 

地下水の水理に関する解析又は地盤の圧密

に関する解析若しくは事例の引用又は解析 

二 予測地域 

調査地域のうち、地質の特性を踏まえて地

下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境

影響を受けるおそれがあると認められる地域 

三 予測地点 

地質の特性を踏まえて予測地域における

地下水の水位の低下による地盤沈下に係る

環境影響を的確に把握できる地点 

四 予測対象時期等 

放水路が供用されて地下水の水位が定常状

態になる時期 

廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための

指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令（平成十年厚生省令第六十一号）（抄） 

別表第二 参考手法（第二十三条関係）                        

参   考   項   目 参    考    手    法 

環境要素の

区分 

影 響 要 因 の 

区 分 
調  査  の  手  法 予  測  の  手  法 

地下水の流

れ

造成等の施工（陸上

埋立）

一 調査すべき情報 

イ 地下水の状況 

ロ 地下水の利用状況 

ハ 地形及び地質の状況 

二 調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情

報の収集並びに当該情報の整理及び解析 

三 調査地域 

水象の特性及び地下水の利用状況を踏ま

えて地下水の流れに係る環境影響を受ける

おそれがある地域 

四 調査地点 

水象の特性及び地下水の利用状況を踏ま

えて調査地域における地下水の流れに係る

環境影響を予測し、及び評価するために必要

な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 

五 調査期間等 

水象の特性を踏まえて調査地域における

地下水の流れに係る環境影響を予測し、及び

評価するために必要な情報を適切かつ効果的

に把握できる期間及び時期 

一 予測の基本的な手法 

事例の引用又は解析 

二 予測地域 

調査地域のうち、水象の特性及び地下水の

利用状況を踏まえて地下水の流れに係る環境

影響を受けるおそれがある地域 

三 予測地点 

水象の特性及び地下水の利用状況を踏まえ

て調査地域における地下水の流れに係る環境

影響を的確に把握できる地点 

四 予測対象時期等 

工事による地下水の流れに係る環境影響が

最大になる時期及び事業活動が定常状態にな

る時期 

最終処分場の存在

（陸上埋立）
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